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１ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大

会開催への全面的支援【最重点】 

（提案要求先 内閣官房・復興庁・内閣府・警察庁・総務省・出入国在留管理庁・ 

外務省・財務省・文部科学省・スポーツ庁・文化庁・厚生労働省・ 

農林水産省・経済産業省・国土交通省・観光庁・環境省） 

（都所管局 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局・都民安全推進本部・ 

              総務局・デジタルサービス局・生活文化局・ 

               都市整備局・環境局・福祉保健局・ 

病院経営本部・産業労働局・建設局・教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

東京 2020 大会の開催に向けては、競技会場等の整備や仮設工事等を着実に進

めるとともに、気運醸成やテストイベントを通じた大会運営の確認を行うなど、

ハード・ソフトの両面において大会準備に全力を尽くしてきた。一方、新型コロ

ナウイルス感染症の世界的な拡大を受け、令和２年３月に、大会を延期すること

が決まり、本年７月２３日に東京 2020 オリンピック、８月２４日に東京 2020 パ

ラリンピックが開幕することとなっている。 

大会延期後、令和２年４月には、組織委員会とＩＯＣが、大会延期に伴う今後

の準備の枠組みについて合意し、その中では、サービスレベルの水準を最適化・

合理化する施策を検討するとともに、延期によるコスト削減を図るものとされ、

ＩＯＣと国・都・組織委員会の日本側は共同で、延期のもたらす影響について、

引き続き評価と議論を行うこととしている。同年６月に開催されたＩＯＣ理事会

では、大会の開催に向けた方針として、安全・安心な環境を提供することを最優

先課題とすること、延期に伴う費用を最小化し、都民・国民から理解と共感を得

られるものにすること、大会を簡素（シンプル）なものとすることの３点の基本

原則のもとに準備を進めていくことが確認され、ＩＯＣや日本側の関係者が連携

して取り組んできている。また、大会における新型コロナウイルス感染症対策に

ついては、同年９月に「新型コロナウイルス感染症対策調整会議」が設置され、

出入国をはじめとする水際対策、競技会場・選手村における感染防止対策、検査・

治療・療養体制など幅広く議論し、同年１２月に中間整理をとりまとめた。さら

に、令和３年４月には、変異株等に対応した追加的な対策をとりまとめ、国、都、

組織委員会等の関係者が具体策の検討を行ってきている。大会の追加経費につい

ては、令和２年１２月に、国、都、組織委員会による協議を行い、三者がそれぞ

れの役割を果たしながら、一体となって取り組む必要があるという基本的な考え

方を共有した上で、「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の追加経

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京

2020 大会」という。）開催に向け、国を挙げて全面的に支援するこ

と。 
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費の負担について」に合意している。 
こうした中、安全・安心な大会の開催に向け、最大の課題である新型コロナウ

イルス感染症対策など、大会の準備に関係者が一層連携して取り組んでいく必要

がある。そのために、国の果たす役割は極めて重要である。 

国が平成２７年１１月に閣議決定した「2020 年東京オリンピック競技大会・東

京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本

方針」では、「大会組織委員会、東京都及び競技会場が所在する地方公共団体と密

接な連携を図り、オールジャパンでの取組を推進するため、必要な措置を講ずる。」

こととされている。 

 また、平成２９年５月３１日には、国、都、組織委員会、競技会場が所在する

自治体の四者で、東京 2020 大会の役割分担及び経費分担に関し、基本的な方向に

ついて合意している。合意では「オールジャパンでの取組を推進するために必要

な協力・支援を行う」とされており、ここには必要な地方の財源確保も含まれて

いる。 

東京 2020 大会が、世界が一丸となってコロナ禍という難局を乗り越え、人類

が絆をさらに強めた象徴として、人々にとっての希望の灯となるよう、安全・安

心な大会の開催を実現するとともに、そのレガシーを大会後の社会につなげ、根

付かせていくためにも、国を挙げて取り組むことが不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）東京 2020 大会の開催に向け、引き続き、都、組織委員会等と連携・協力を

行うとともに、国として、積極的な財政措置を含め、主体的・全面的な支援

を行うこと。 

（２）新型コロナウイルス感染症に適切に対応して東京 2020 大会を開催するため、

「新型コロナウイルス感染症対策調整会議」での議論を踏まえ、海外から訪

れる選手や大会関係者等の入国、滞在、出国を通じた、出入国管理など、水

際対策の充実強化に取り組むこと。 

また、来訪者に対する相談、受診、検査、治療、療養体制や訪日外国人へ

の対応など感染拡大防御策の構築等、地域における医療・保健体制に加え、

大会時及び大会前後に必要な医療機関及び保健所等における機能の確保・強

化に向けた広域的な調整、支援等に取り組むとともに、患者情報や接触情報

等を確実に把握する方策を講じること。 
さらに、国内外との調整や正しい情報発信・情報提供を行うとともに、公

共空間における新しい日常のマナーやルールの確立、周知等に取り組むこと。 
これらの取組に必要な環境整備等の対応や財政支援を行うとともに、都、

組織委員会等と連携して新型コロナウイルス感染症に対する必要な措置を

講じること。 

（３）東京 2020 大会開催に向けて、国の施策に関する事項について必要な措置  

を講じるとともに、競技会場等の整備、セキュリティ対策や輸送などの東京

2020 大会に関する事項全般について、各種交付金・国庫補助負担金の活用や

地方財政措置など財政面を含め全面的に支援を行うこと。 

（４）東京 2020 大会に関連するインフラの整備等に関し、国の所管分について着

実に実施するとともに、都の所管分については積極的な財政支援を行うこと。 
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（５）東京 2020 大会開催に向けて訪日外国人の受入環境を官民一体で整備してき

たが、大会後もレガシーとしてＩＣＴの活用も含めた多言語対応が促進され

るよう、積極的な支援を行うこと。 

（６）東京 2020 大会に向けて、訪日外国人等が安心して医療を受けられる体制を

整備するため、医療通訳の育成・活用体制の整備など、医療機関における多

言語による診療体制の整備等に向けた取組に対する支援を行うこと。 

（７）東京 2020 大会に向けて、安定的な大会運営に資するよう、アンブッシュ・

マーケティングの防止について必要な措置を講じること。 

（８）東京 2020 大会に向けて、チケットの不正転売を防止するための法律が成立

されたが、大会時における観客の公平な観戦機会の享受などが実現されるよ

う、法の実効性を高めるための必要な措置を講じること。 

（９）安全・安心な大会運営の確保に向け、アスリートや大会関係者等について、

入国後の滞在先や移動手段を限定する等の厳格な行動管理、アプリ等を活用

した健康管理を徹底するとともに、出国前や入国時の検査に加え、定期的な

検査の実施など、出入国管理と連動した防疫上の措置の実施について、関係

省庁が連携して必要な対応を行うこと。 

（１０）誰もがスポーツに親しむ社会の実現に向け、東京 2020 大会の開催を契機

に高まったスポーツ気運を活かし、大会のレガシーを継承していくため、ス

ポーツ環境の整備・充実、競技力の向上等に向けた取組など、国として率先

して積極的な支援を行うこと。 

（１１）東京 2020 パラリンピック競技大会について、円滑な開催準備のために積

極的に支援を行うとともに、障害者スポーツ振興に力を注ぐこと。 

   また、パラリンピック・ムーブメントを継承・発展させ、障害の有無、年

齢に関わらず、誰もが障害者スポーツを楽しめる社会を実現するため、障害

者スポーツの理解促進や普及啓発、競技力向上などの取組に対し、国として

率先して積極的な支援を行うこと。 

（１２）東京 2020 大会をドーピングのないクリーンな大会とするため、世界アン

チ・ドーピング規程に基づくドーピング対策について、組織委員会と関係行

政機関等が連携し、推進するために、国として必要な措置を講じること。 

（１３）東京 2020 大会を文化の面でも成功に導くとともに、日本の多彩な芸術文

化の魅力を世界に発信するため、都や組織委員会が取り組む様々なプロジェ

クト及び全国の自治体が独自に実施する大規模かつ象徴的な文化プログラム

に対し、必要な財政支援を行うこと。 

   また、東京 2020 大会を契機とし、文化プログラムを全国に浸透させ、レガ

シーとしていくため、財政支援に加え、地域で活躍するアーティストや文化

団体等に対する人材育成支援や、事業の企画・実施体制を構築・強化する取

組への支援等を充実すること。 

（１４）日本文化の魅力を世界に効果的に発信していくため、国、都及び組織委

員会から構成される関係者会議を活用して、各主体の目玉事業や大型プロジ

ェクトの情報共有、戦略的広報を行うなど、連携を強化すること。 

（１５）東京 2020 大会に向けて、社会に貢献しようとするボランティアマイン 

ドの醸成、多様性を尊重し、障害者を理解する心のバリアフリーの涵養、自
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他を認め合う豊かな国際感覚の育成などを可能とするとともに、こうした取

組について、大会終了後もレガシーとして教育活動に残していけるような、

オリンピック・パラリンピック教育プログラムの展開を全国に広げること。 

   また、子供たちの学びを支える教員の指導力の向上を図るため、オリンピ

ック・パラリンピックの価値や意義の理解に資する研修や、障害者スポーツ

指導者講習など、オリンピック・パラリンピック教育に関する教員研修等の

拡充を進めること。 

（１６）東京 2020 大会を契機に高まったボランティア参加気運を一過性のものと

せず、大会後も維持・継続できるよう、ボランティア休暇の普及・取得促進

をはじめ、活動に参加しやすい環境づくりなどの必要な措置を講じること。 

（１７）東京 2020 大会は「復興オリンピック・パラリンピック」でもあり、被災

地の復興なくして大会の成功はないため、大会が被災地の復興の後押しとな

るよう、国として必要な事業を着実に実施するとともに、事前キャンプの受

入れや大会関連イベント等の取組に対する支援を行うなどオールジャパンで

の開催気運の盛り上げにつなげていくこと。 

（１８）東京 2020 大会の聖火リレーを安全かつ着実に成功できるよう、必要な支

援を行うこと。 

（１９）大会成功とともに開催効果を全国に広く波及させていくため、全国の自

治体が実施する聖火リレーやパブリックビューイングなどの開催気運の盛り

上げに向けた様々な取組に対する支援を行うこと。 

（２０）平成２９年４月に公表されたセキュリティ基本戦略に基づき、国が行う

べき施策について必要な措置を講じるとともに、テロを含む治安対策、サイ

バーセキュリティ対策、災害対策及び感染症対策を都、組織委員会等と連携

して実施し、セキュリティ対策に万全を期すこと。 

（２１）円滑な大会輸送の実現と、我が国の経済活動との両立が図れるよう、テ

レワークやオフピーク通勤の推進をはじめ、国発注工事の調整や、関連団体・

民間事業者等に対する工事調整への協力を働きかけること。また、物流対策

として、全国規模での荷主・配送先企業等の理解・協力及び 2020 アクション

プラン策定に向けた情報発信等、交通需要マネジメント（ＴＤＭ）の推進に

向け、都及び組織委員会と連携した着実な取組を行うこと。さらに、混雑緩

和に向けて、市民や都外からの来訪者に向けた積極的なＴＤＭ広報に取り組

むこと。加えて、首都高の料金施策の実施に向けた取組を推進すること。 

（２２）東京 2020 大会の成功に向けて、大会時を見据えたテスト期間におけるＴ

ＤＭの効果検証の結果を踏まえた取組に対する支援を行うこと。 

（２３）東京 2020 大会時に想定される多くのビジネス航空の飛来に備え、受入環

境の整備を図ること。 

（２４）東京 2020 大会に向けて、熱中症等の関連情報の発信・注意喚起の充実を

図るとともに、気象に係る高度な予測情報の提供等、暑さ対策の推進に向け

た取組を行うこと。 

（２５）東京 2020 大会開催に向け、競技会場等への来場者等の安全・安心確保の

ため、地震・大型台風等の災害時における情報提供体制の強化について、都、

組織委員会等と連携して取組を推進すること。 
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（２６）ラグビーワールドカップ 2019TMにおける、会場アクセス、交通・警備、

セキュリティなどの取組を、レガシーとして東京 2020 大会の成功へとつなげ

ていけるよう、都や他の自治体の取組に対し、全面的に協力するとともに国

として積極的な財政支援を行うこと。 

 

参  考 

 

○ スポーツ基本法（抜粋）  

（国際競技大会の招致又は開催の支援等） 

第二十七条 国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が円滑になさ

れるよう、環境の保全に留意しつつ、そのための社会的気運の醸成、当該招

致又は開催に必要な資金の確保、国際競技大会に参加する外国人の受入れ等

に必要な特別の措置を講ずるものとする。 
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２ スポーツ振興事業の推進 

１ スポーツ施設の整備促進 
（提案要求先 スポーツ庁） 

（都所管局 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局） 

 
＜現状・課題＞ 
 誰もがスポーツに親しめる社会を実現するために、スポーツ施設の果たす役割

は大きい。国は、平成２３年８月に施行したスポーツ基本法（平成２３年法律第

７８号）において、国民が身近にスポーツに親しむことができるようにする等の

ため、スポーツ施設の整備等必要な施策を講ずるよう努めなければならないとし

ている。平成２９年３月に策定した「第２期スポーツ基本計画」においても、ス

ポーツ環境の基盤となる「場」の充実を図るため、既存施設の有効活用やオープ

ンスペース等のスポーツができる場の創出を含め、ストックの適正化と安全で多

様なスポーツ環境を持続的に確保することを施策目標に掲げるとともに、地方公

共団体等と連携してスポーツができる場を広く地域に創出するとされた。 
一方、都は、平成３０年３月、「東京都スポーツ推進総合計画」を策定し、都民

が身近な場所でスポーツ活動が行えるよう、既存のスポーツ施設や東京 2020 大会

の競技施設を適切に管理運営するとともに、区市町村のスポーツ施設整備を支援

するとしている。 
こうした観点から、都は、区市町村と連携し、スポーツ振興の拠点となるスポ

ーツ施設の整備促進を図っていく必要があるが、国のスポーツ施設整備に関する

財源及び補助制度は不十分である。 
 
 

（１）国の策定した「第２期スポーツ基本計画」の目標を達成すべ

く、地域スポーツ推進の拠点となる施設整備に向けて、必要な

財源を適切に確保すること。 

（２）地域スポーツセンター新改築・改造事業等について、新たに 

  改修事業を補助対象とし、補助対象にかけられている制限を撤

廃するとともに、国庫補助率を引き上げること。 

（３）広域的機能を持つ都道府県が整備すべきスポーツ施設の規模 

  や機能を踏まえ、交付金交付要綱等に定める対象となる経費及 

び配分基礎額の算定方法について、算定要件の拡大及び緩和を 

図ること。 
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＜具体的要求内容＞ 
（１）国の策定したスポーツ基本法及び「第２期スポーツ基本計画」の目標を達

成すべく、地域スポーツ推進の拠点となる施設整備に向けて、必要な財源を

適切に確保すること。 
（２）スポーツ施設の整備とともに、既存スポーツ施設の有効活用を図るため、

「学校施設環境改善交付金交付要綱」（令和３年４月９日付３文科施第２０

号）における地域スポーツセンター、地域水泳プール、地域屋外スポーツセ

ンター及び地域武道センターの新改築・改造事業の四事業について、新たに

改修事業を補助対象とし、地域武道センターの新改築事業にかけられている

制限（財政力指数 1.00 を超える都道府県及び特別区は除外）を撤廃するとと

もに、これに社会体育施設の耐震化事業、ラグビー競技を実施できるスポー

ツ施設の整備に関する事業及び社会体育施設の空調整備事業を加えた七事業

について、国庫補助率を引き上げること。 
なお、スポーツ施設の改修・改造については、平成２２年度から独立行政

法人日本スポーツ振興センター所管の「スポーツ振興くじ助成金」による助

成対象事業として措置されたところであるが、安定的な財源の確保のために

は、引き続き国の交付金対象事業とされることを要望する。 
（３）スポーツ施設の整備については、地域の身近な生活圏を拠点とする施設と

区市町村の行政区域を越えた広域的な地域を拠点とする施設を計画的に整備

することで、都民はスポーツ施設をより効果的かつ効率的に利用することが

できる。 
しかし、「学校施設環境改善交付金交付要綱」（令和３年４月９日付３文科

施第２０号）では、大規模なスポーツ大会開催や選手の競技力向上につなが

る規模・機能を有する施設整備に対する補助としては不十分である。 

したがって、広域的な機能を有する都道府県が整備すべきスポーツ施設に

対し、交付金要綱等に定める対象となる経費及び交付対象施設や交付対象面

積などの配分基礎額の算定方法等の改善を図ること。 
 

参  考 

 
（１）学校施設環境改善交付金交付要綱（抄） 
項 事業区分 対象となる経費 配分基礎額の算定方法 算定割合 

24 地域スポー
ツセンター
新改築、改
造 

地域スポーツク

ラブの活動拠点

となる地域スポ

ーツセンターの

新築、改築又は改

造に要する経費 

ア 新築又は改築 

 文部科学大臣が必要と認める面積

に１平方メートル当たりの建築の

単価を乗じたものとする。 

イ 改造 

 文部科学大臣が必要と認める額と

する。 

1/3 

25 地域水泳プ
ールの新改
築 

一般の利用に供
するための地域
スイミングセン
ター及び浄水型

文部科学大臣が必要と認める面積に

１平方メートル当たりの建築の単価

を乗じたものとする。 

ア 地域スイミ

ングセンター 

1/3 
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水泳プールの新
築又は改築に要
する費用 

イ 浄水型水泳

プール 

1/2 

（ 算定割合の特例） 
地震特措法第４ 条
の規定の適用のある
浄水型の地域スイミ
ングセンターにあっ
ては1/2 

26 地域屋外ス

ポーツセン

ターの新改

築 

一般の利用に供
するための地域
屋外スポーツセ
ンターの新築又
は改築に要する
経費 

文部科学大臣が必要と認める面積に

１平方メートル当たりの建築の単価

を乗じたものとする。 

1/3 

27 地域武道セ

ンターの新

改築 

一般の利用に供
するための地域
武道センターの
新築又は改築に
要する経費（ただ
し、財政力指数が
1.00 を超える都
道府県若しくは
指定都市又は特
別区（地方交付税
法第 21 条の規定
により東京都と
特別区をあわせ
て１団体とみな
して算定した財
政力指数が 1.00
を超える場合に
限る。）の設置す
るものを除く。） 

ア 地域武道センター（柔・剣道場） 

文部科学大臣が必要と認める面

積に１平方メートル当たりの建

築の単価を乗じたものとする。 

イ 地域武道センター（柔・弓道場） 

 文部科学大臣が必要と認める額と

する。 

1/3 

28 社会体育施
設の耐震化 

社会体育施設の

耐震化に要する

経費 

ア 構造体の耐震化 

 補強を要する施設の面積に１平方

メートル当たりの建築の単価を乗

じたものとする。 

イ 建築非構造部材の耐震対策等 

 文部科学大臣が必要と認める額と

する。 

1/3 

29 ラグビー競
技を実施で
きるスポー
ツ施設の整
備に関する
事業 

ラグビー競技を

実施できるスポ

ーツ施設の整備

（令和元年度か

ら令和４年度ま

での間に行われ

るものに限る）に

要する経費 

文部科学大臣が必要と認める額とす

る。 

1/3 

30 社会体育施
設の空調設
置 

社会体育施設の

空調設置工事に

要する経費 

文部科学大臣が必要と認める面積に

１平方メートル当たりの建築の単価

を乗じたものとする。 

1/3 
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（２）独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金実施要領

（抄） 
（最近改正 令和２年１０月２９日令和２年度要領第１０号） 

  ＜助成金名称＞ 
   スポーツ振興くじ助成金 

  ＜助成対象団体＞ 
   都道府県又は市町村（特別区含む）等 

  ＜交付対象事業・主な要件＞ 
   下表のとおり 

助成区分 助成事業の内容 助成割合 助成限度額 

大規模スポーツ

施設整備助成 

J リーグホームスタジアム整備事業 

新設事業 

３/４ 

3,000,000 千円 

改修・改造

事業 
900,000 千円 

J リーグ拠点施設整備事業 新設事業 1,500,000 千円 

国民体育大会冬季大会競技会場整備事業 
改修・改造

事業 
３/４ 600,000 千円 

地域スポーツ施

設整備助成 

クラブハウス整備事業(※) 

新設事業 ４/５ 60,000 千円 

改造事業 ３/４ 11,250 千円 

グラウンド芝生化事業 

 

芝生化新設事業 ４/５ 48,000 千円 

芝生化改設事業 ３/４ 30,000 千円 

天然芝維持活動事業 ２/３ 1,333 千円 

スポーツ施設等整備事

業 

スポーツ競技施設の整備等 

２/３ 

20,000 千円 
学校開放事業によるスポーツ活動

に供する諸室の新設等 

スポーツ競技施設の大規模改修等 100,000 千円 

 ※ 都道府県は対象外 

【参考】 
 「新設」・・・ 新たに施設を造る工事 

「増設」・・・ 既存施設を補完する施設を当該施設に隣接して新たに造る工事 
「改設」・・・ 既存施設の全部を取り壊し、更地にしてから同様の施設を造る工事 
「改修」・・・ 既存施設の一部分について、従前と同一の状態（構造、規模、機能が

概ね同じ状態であることを指す。）に造りなおす工事 
「改造」・・・ 既存施設の一部分について、従前と異なる状態に造りかえる工事（施

設機能の拡充のための設備等の設置を含む。） 

「令和３年度スポーツ振興くじ助成金募集の手引」より 
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２ 競技力向上事業の推進 
（提案要求先 スポーツ庁） 

（都所管局 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局） 

 
＜現状・課題＞ 
（１）他の先進国では、国を挙げてアスリートの総合的な支援・育成に取り組む

ことで、国際大会で好成績を残すなど成果を上げている。こうした中で、都

は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会とその先を見据え、開

催都市として、東京からより多くのオリンピック選手を輩出できるよう競技

力向上策を進めているが、日本代表レベルに達するためにはより高度なトレ

ーニングや最先端のスポーツ医・科学情報などが重要である。しかしながら、

「ナショナルトレーニングセンター」や「国立スポーツ科学センター」の利

用に制約があるため、国の支援が必要である。 
（２）都は、「東京都スポーツ推進総合計画」に基づき、障害者スポーツ振興につ

いて、一般スポーツと一体的に取り組んでいるところである。具体的には、

障害者スポーツの裾野の拡大を図るとともに、パラリンピック等の国際大会

で活躍する東京の選手を一人でも多く輩出できるよう、アスリートの発掘や

都競技団体の競技力強化のための取組支援等を進めている。国においても、

平成２７年１０月にスポーツ庁が発足したことで東京 2020 大会に向けて選

手強化に取り組む体制が整備され、オリンピック競技とパラリンピック競技

の一体的な拠点構築が進められている。例えば、パラリンピック強化選手等

の「ナショナルトレーニングセンター」や「国立スポーツ科学センター」の

オリンピック強化選手等の共同利用が進むなど、障害者アスリートを取り巻

く環境は少しずつ改善されてきている。一方で、地域には障害者スポーツ特

有の用具を備えた施設が少ないことや、施設のバリアフリー化が十分でない

（１）「ナショナルトレーニングセンター」や「国立スポーツ科学

センター」の管理運営に当たっては、東京都の競技団体などが

強化の対象としている選手についても、オリンピック強化選手

と同等に施設を利用できる仕組みを構築するよう、関係機関と

調整を図ること。 

（２）パラリンピック等の国際大会で活躍を目指すアスリートの競

技力向上のため、「ナショナルトレーニングセンター」や「国立

スポーツ科学センター」の利用など、パラリンピック強化選手

等が必要とする支援を継続的に受けられるように、一般スポー

ツとの一体的な推進を図ること。 
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など、依然として障害者アスリートが日常的に練習できる場所が不足してい

る。こうした現状を踏まえ、障害者アスリートが専門的なトレーニングを継

続的に行えるよう、積極的な取組を進めていくことが必要である。 
 

＜具体的要求内容＞ 
（１）東京から日本代表選手を輩出する取組を強力に進めていくためには、選手

の練習環境を整備することが不可欠である。このため、トップレベル競技者

専用のトレーニング施設である「ナショナルトレーニングセンター」や、科

学、医学情報面で競技者育成をサポートする機能を持つ「国立スポーツ科学

センター」の管理運営に当たっては、東京都の競技団体などが強化の対象と

している将来有望な選手についても、オリンピック強化選手と同等に施設を

利用できる仕組みを構築するよう、ＪＯＣ（公益財団法人日本オリンピック

委員会）その他の関係機関との調整を図ること。 
（２）パラリンピック等の国際大会で活躍を目指すアスリートの競技力向上のた

め、オリンピック強化選手との「ナショナルトレーニングセンター」や「国

立スポーツ科学センター」の利用など、パラリンピック強化選手等が必要と

する支援を継続的に受けられるように一般スポーツとの一体的な推進を図る

こと。 
 

参  考 
 
（１）各国の夏季オリンピックメダル獲得数とスポーツ施策 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（２）ナショナルトレーニングセンター（National Training Center） 

利用対象  ：ＪＯＣの強化指定選手、ＪＰＣの強化指定選手及び各中央競

技団体の推薦を受けた強化選手 

メリット  ：各競技の専用トレーニング拠点を持つことで国際競技           
力の向上をより一層図りやすくなるとともに、複数競技のト

レーニング場を１箇所に集約することで競技団体間の連携を

積極的に推進できる。 
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（３）国立スポーツ科学センター（Japan Institute of Sports Sciences） 

利用対象  ：ＪＯＣ、ＪＯＣに加盟する競技団体、ＪＰＣ、ＪＰＣ強化指

定選手、その他センターが認めた者 

メリット  ： スポーツに関する科学、医学、情報面の総合的な研究支援の

拠点を持つことで、科学的な分析に基づく効果的なトレーニ

ング方法の開発やスポーツ障害などに対する医学的なサポー

ト、スポーツに関する各種情報の収集・分析・蓄積・提供な

どを一体として実施できる。 
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３ 東京 2020 パラリンピック競技大会を見据えた障害者スポーツの

推進 

（提案要求先 スポーツ庁） 

（都所管局 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）障害者スポーツの振興を競技面から支える存在である障害者スポーツ競技

団体は、競技の普及から選手育成、大会運営など多岐にわたる役割を担い、

多くの方にスポーツの機会を提供している。しかし、競技団体の多くは人員、

財政ともに厳しい状況にあり、パラリンピック競技大会等の国際大会出場を

目指す選手発掘のための機会創出や、競技人口を増やすための広報活動など

まで手が回らず、次世代の選手の育成・強化についても十分に行うことがで

きない。加えて、都道府県域では競技団体を構成することが難しい競技もあ

り、より広域で選手の発掘・育成に取り組めるよう、団体を支援する必要が

ある。 

平成２５年に日本財団パラリンピックサポートセンターが開設され、現在

は各競技団体に対するオフィスや助成金の提供、セミナーの実施などが行わ

れている。同センターによる支援終了後も各団体が本来の役割である競技力

向上に注力できるよう、こうした支援については、国が積極的に取り組んで

いく必要がある。 

また、日本代表選手や国際大会出場を目指す次世代選手の強化に向けて、

競技用具や補装具等の経費に対する補助など、選手個人に対する支援を拡充

するとともに、今後より一層、障害者スポーツの競技人口を増やし、スポー

ツの裾野を拡大していくためにも、障害者スポーツ団体の組織力の強化、競

技力向上のための体制整備を図り、障害者スポーツを支える基盤を強固なも

のにしていく必要がある。 

（２）日本国内におけるパラリンピック競技の認知度や選手の知名度は、オリン

ピック競技に比べて格段に低い。このため、国においては、東京 2020 パラリ

ンピック競技大会を成功に導くとともに、大会後の障害者スポーツ振興を一

層図るため、障害者スポーツの理解促進に向けた積極的な情報発信及び普及

啓発に取り組む必要がある。 

（１）パラリンピック競技大会など国際大会に向けて、日本代表選

手の強化や競技団体の活動拠点、財政面を含めた基盤強化を強

力に推進すること。 

（２）障害者スポーツの理解促進・普及啓発について、積極的に取

り組むこと。 

（３）パラリンピックメダリストへの報奨金の増額を行うこと。 
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（３）パラリンピックメダリストへの報奨金については、２００８年北京パラリ

ンピックから始まり、２０１８年平昌大会から金額が引き上げられた。しか

し、銀メダル、銅メダルについてはオリンピックメダリストと同額となった

ものの、金メダルについては、オリンピックメダリストへの報奨金とはまだ

差がある状況である。 

国は、東京 2020 パラリンピック競技大会後も、日本代表選手の士気を高め、

競技をしていく上での励みとなるよう、パラリンピックメダリストへの報奨

金の増額に向けて取り組む必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）東京 2020 パラリンピック競技大会をはじめとした国際大会に向けた日本代

表選手の競技力向上のため、パラリンピック強化選手が必要とする効果的な

支援策、障害者スポーツ団体の活動拠点や財政面を含めた基盤強化を強力に

推進すること。 

（２）東京 2020 パラリンピック競技大会を成功に導くとともに、大会後の障害

者スポーツ振興を一層図るため、障害者スポーツの魅力を広く国民に発信し、

効果的な普及啓発に取り組むこと。あわせて、聴覚障害者や知的障害者など

によるパラリンピック競技以外の競技の魅力の発信にも積極的に取り組むこ

と。 

（３）日本代表選手の士気を高め、競技をしていく上での励みとなるよう、パラ

リンピックメダリストへの報奨金の増額に向けて、積極的に取り組むこと。 
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３ 若者の社会的自立を支援する施策の拡充 

（提案要求先 内閣府・文部科学省・厚生労働省） 

（都所管局 都民安全推進本部・福祉保健局・産業労働局・教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

令和３年４月に定められた「子供・若者育成支援推進大綱」で提言されたとお

り、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子供・若者の自立を促進するため

には、教育、福祉、保健、医療、矯正・更生保護、雇用等の関係機関・団体が連

携するとともに、行政、家庭、学校、地域が一体となって、年齢階層で切れ目の

ない支援を行える体制を整備する必要がある。こうした支援は、住民との接点を

多く持つ区市町村が中心となって進めていくことが効果的だが、区市町村には支

援を実施するためのノウハウやマンパワーが不足していることから、ＮＰＯ法人

等の活用などにより、区市町村の体制を整備するための財政措置が必要である。 

また、若者が社会とのつながりを失うことを防ぐためには、高校中退の未然防

止や高校中退者への就労支援等が重要であることから、関係省庁による連携体制

の構築が不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

子ども・若者育成支援推進法（平成２１年法律第７１号）第５条に規定された

財政上の措置その他の措置を講じること。具体的には、区市町村が実施主体とな

って、ＮＰＯ法人の協働等により、子ども・若者総合相談センターの機能を有す

る機関として事業を実施する場合、補助金の交付を行うこと。 

また、厚生労働省の「地域若者サポートステーション事業」は、高校中退者等、

若者への就労に向けた支援により社会的自立につながることから、学校への当該

事業の周知や、学校、サポートステーション、ハローワーク間で必要な情報の共

有を推進する等、効果的な対策を実施できるよう、文部科学省等の関係機関との

連携を強化すること。 

社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対する相談や支

援の体制が、区市町村においても整備されるよう、財政上の措置そ

の他の措置を講じること。 

- 517 -



 

４ 子ども・子育て支援新制度施行後における幼児教 

育の質の確保 

（提案要求先 内閣府・文部科学省） 

（都所管局 生活文化局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２７年４月から、子ども・子育て支援新制度が施行されたところであるが、

参議院社会保障と税の一体改革に関する特別委員会の付帯決議の中で示された質

・量の充実に必要な財源のうち消費税増税分以外の財源確保は依然として明らか

になっていない。 

施設型給付については、子ども・子育て支援法上、国が２分の１を負担する原

則となっているが、教育標準時間認定子どもに係る施設型給付については、同法

附則第９条において、当分の間、国が本来の負担を行わず、地方がその一部を負

担する仕組みとされている。 

また、認定こども園及び施設型給付を受ける幼稚園における教育標準時間認定

子どもの預かり保育について、区市町村において一時預かり事業（幼稚園型）を

委託しない場合や、本事業と私学助成による預かり保育補助との間に大きな差異

がある場合など、本事業への円滑な移行が困難な場合には、引き続き都道府県に

よる財政支援が前提となっている。 

新制度は、消費税を主な財源として、幼児教育、保育、地域の子ども・子育て

支援の量的拡充や質の向上を進めるものであり、国の責任において、十分な財源

確保を行うとともに、幼児教育の質の確保のためには、施設型給付を受けない幼

稚園を含む全ての幼児教育を行う事業者に対して、十分な財政支援を行う必要が

ある。 

 さらに、新制度については、制度が複雑であることに加え、請求・給付事務を

はじめ制度に係る事務が膨大かつ煩雑となっており、区市町村・事業者にとって

大きな負担となっている。 

（１）質の高い幼児教育のための財源を十分確保すること。 

（２）教育標準時間認定子どもに係る施設型給付等については、幼

児教育の質の確保・向上が図られることを第一義に捉え、国の

責任を果たすとともに、十分な財政措置を行うこと。 

（３）円滑な制度運用に向けた取組を行うこと。 

（４）幼児教育の無償化について、大都市の保育料負担に配慮した

上限額とするとともに、円滑な運営ができるよう、制度の改善

や十分な財政措置を行うこと。 
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一方、国が令和元年１０月から実施している幼児教育の無償化では、上限額が

年額３０万８，４００円となっており、都内私立幼稚園の平均保育料を下回って

いる。 

また、保護者、幼稚園等施設及び自治体にとって極めて複雑な制度となってい

ることに加え、制度の運用にかかる事務費の国庫負担は２０２０年度までとなっ

ている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）幼児教育を行う全ての事業者に対して、質の高い幼児教育を行うために必

要な、恒久的、安定的な財源を十分確保すること。 

（２）施設型給付等の財政措置については、質の高い幼児教育を確保する観点か

ら、特に、以下の点に取り組むこと。 

  ① 教育標準時間認定子どもに係る施設型給付についても、国が責任を持っ

て必要な経費の２分の１を負担するという本則に基づき算定されるよう、

早期に見直すこと。 

  ② 各園及び区市町村において、一時預かり事業（幼稚園型）への円滑な移

行が図られるよう、補助単価の引上げなど預かり保育の実態に則した十分

な財政措置を行うこと。 

（３）新制度の円滑な実施に向けて、以下の点に取り組むこと。 

 ① 制度の運用状況や課題を十分に把握するとともに、必要な情報を適時・

適切に提供すること。 

 ② 事務手続の簡素化や事務手引の作成等、区市町村や事業者の負担軽減を

図ること。 

（４）幼児教育の無償化について、以下の点に取り組むこと。 

 ① 大都市の保育料負担に配慮した上限額への引上げなど、制度を拡充する

こと。 

② 自治体等の声を十分に聴き、円滑な運営ができるよう制度の改善を図る

こと。 

 ③ 事務費については、２０２１年度以降についても国庫負担とすること。 
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５ 私立学校助成の拡充 

 （提案要求先 文部科学省）      

（都所管局 生活文化局） 

 

＜現状・課題＞ 

公教育に果たす私立学校の役割は大きく、その振興に当たっては、学校及び保

護者に対して補助を多面的に行い、学校経営の健全化と保護者の経済的負担の軽

減を図る必要がある。 

このため、都は、保護者負担の軽減だけではなく、私立学校の経営の安定化を

図ることも重要であると認識し、経常費補助の充実を都政の重要な施策の一つと

位置付け、その充実を図ってきたところである。 

都の経常費補助は、私立学校振興助成法及び東京都私立学校教育助成条例に基

づき、教育条件の維持・向上、修学上の保護者負担の軽減、経営の健全性向上を

目的として、都内に高等学校等を設置する学校法人に対して行っている。都道府

県が行う経常費補助に対しては、私立学校振興助成法に基づき、国がその一部を

補助する仕組みとなっている。 

しかし、国庫補助の生徒１人当たり予算単価は、地方交付税の同単価の約５分

の１にとどまり、不交付団体である都にとっては経常費補助に対する国庫補助は、

１５パーセント程度と低い水準にある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

私立学校振興助成法の趣旨にのっとり、私立高等学校等経常費助成費補助金を

一層充実すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私立高等学校等経常費助成費補助金を一層充実すること。 
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参  考 

 

【都の経常費補助金の実績及び予算額】 

(R3.4.1 現在) 

学  種 令和２年度交付額 令和３年度予算額 

高等学校 67,066,749 千円 66,790,362 千円 

中 学 校 26,033,271 千円 27,000,195 千円 

小 学 校 6,607,948 千円 7,137,610 千円 

幼 稚 園 18,522,543 千円 18,038,734 千円 

計 118,230,514 千円 118,966,901 千円 

注）千円の単位で四捨五入しているため、数字が一致しない場合がある。 

 

 

【国庫補助及び地方交付税の生徒１人当たり予算単価（令和３年度）】 

 

学  種 国庫補助 A 地方交付税 B 割合 A/B 

高等学校 56,729 円 288,100 円 19.7% 

中 学 校 49,653 円 287,500 円 17.3% 

小 学 校 48,089 円 287,500 円 16.7% 

幼 稚 園 24,478 円 168,100 円 14.6% 

 

 

【国の予算額、都への交付額及び都の経常費補助に占める国庫補助割合の推移】 

      

年度 

国庫補助予算額 都への国庫補助金交付額  都の経常費補

助に占める国

庫補助の割合 
金  額 

対前年度

増(△)減 
金  額 

対前年度

増(△)減 

 

29年度 102,192百万円 △0.2% 17,139,788 千円 1.8%  14.7% 

30年度 103,364百万円 1.1% 17,271,577 千円 0.8%  14.9% 

元年度 103,100百万円 △0.3% 17,683,573 千円 2.4%  15.1% 

２年度 102,880百万円 △0.2% 17,956,838 千円 1.5%  15.2% 

３年度 101,915百万円 △0.9% ― ―  ― 
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６ 高等学校等就学支援金制度の必要経費の確保等 

（提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 生活文化局・総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

国は、平成２２年度から、公立高校に係る授業料の不徴収及び私立高校生等へ

の就学支援金の支給制度を導入し、平成２６年度から公立私立ともに所得制限を

設け、私立高校生等に対しては、低所得世帯の生徒等への加算支給額を拡充した

制度に改正した。 

就学支援金については、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」において、

都道府県が就学支援金を受給権者に支給することとなっており、その就学支援金

の支給に要する費用については、国が都道府県に全額相当を交付するとしている。

しかし、就学支援金の事務執行に要する費用については、予算の範囲内で交付す

るとしているにすぎず、毎年度、多額の超過負担が発生している。 

就学支援金制度については、平成２６年度の法改正時の附帯決議に基づき「高

校生等への修学支援に関する協力者会議」で見直しに向けた検討が行われたが、

そもそも単位制高校における履修単位・履修期間等に応じた特例による支給額決

定ルールなど、保護者、学校及び都道府県にとって仕組みが極めて複雑であり、

保護者向けの周知や所得制限導入に伴う審査件数の増により、事務が増大し、手

続が非常に煩雑となっている。 

また、就学支援金は公立高校の授業料を基準額として交付されており、私立高

校では、令和２年度から年収約５９０万円未満世帯については支給上限額が拡充

されたものの、それを超える年収世帯については就学支援金の基準額と授業料額

とで差が大きく、都道府県独自の支援が必要となっている。さらに、都道府県に

おいて経済的理由による修学困難な高等学校等生徒の教育機会の確保に充てられ

ていた高等学校授業料減免事業等支援臨時特例交付金の活用期間が、平成２６年

度をもって終了したことも踏まえ、厳しい社会経済状況が続く中、公私格差を是

正する観点から、より一層の保護者負担軽減を図る必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国は、就学支援金の支給制度を国策として実施することから、その事務の

執行に要する費用についても、都道府県及び学校に対し全額を措置すること。 

（２）保護者、学校及び都道府県の事務負担並びに費用負担軽減の観点から、就

（１）高等学校等就学支援金制度に係る費用については、国の責任

において全額を措置すること。 

（２）就学支援金制度及び事務手続を簡素化すること。 

（３）就学支援金制度を拡充するとともに、都道府県が実施してい

る授業料軽減補助に対する国の補助制度を創設すること。 
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学支援金制度及び事務手続を簡素化すること。 

（３）教育費負担に係る公私格差是正の観点から、就学支援金制度を拡充すると

ともに、都道府県が実施している私立高校生等への授業料軽減補助に対する

国の補助制度を創設すること。 

 

参  考 

 

○ 都の現状 

＜就学支援金＞                        単位：千円 

 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 元年度 ２年度 

国からの高等学校等就

学支援金事務費交付金 
128,867 172,545 180,573 180,638 162,458 128,062 150,123 

都の高等学校就学支援

金事務に係る経費 
292,701 296,293 458,640 444,786 470,317 559,043 525,594 

 

 

＜審査件数の推移（私立高等学校等に係るもの）＞ 

年度 件数 増加数 

平成 25 年度 25,715 件 - 

平成 26 年度 77,618 件 51,903 件 

平成 27 年度 101,354 件 23,736 件 

平成 28 年度 120,575 件 19,221 件 

平成 29 年度 123,006 件 2,431 件 

平成 30 年度 124,071 件 1,065 件 

令和元年度 143,292 件 19,221 件 

令和２年度 183,842 件 40,550 件 
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７ 公立学校の教職員定数の充実 

（提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

国は、少人数によるきめ細かな指導体制を構築するため、令和３年に公立義務

教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（以下「義務標準法」

という。）を改正し、小学校における学級編制の標準について、５年かけて第２

学年から順次３５人に引き下げることとした。３５人編制の実施に当たっては、

全国で約１万４０００人の教員が必要であるとされているが、国は児童・生徒数

の減少に伴う自然減と加配定数の基礎定数への一部振替による対応を検討してい

るとの報道がなされている。  

平成２３年４月に小学校第１学年の学級編制の標準が３５人に引き下げられ

た際は、指導方法工夫改善に係る加配定数の内、少人数学級に転用されている定

数の一部が基礎定数に振り替えられたが、都は加配の転用をしていないにもかか

わらず、全国一律の対応として都に配分される加配定数も削減された。 

しかしながら、児童・生徒が各学年段階の基礎的・基本的な内容を確実に身に

付けていくためには、個に応じた指導の充実が重要であり、学級を複数の学習集

団に分けるなど、習熟の程度に応じた学習指導を実施するための加配定数が不可

欠である。 

このため、学級編制の標準の引下げに当たっては、その財源として指導方法工

夫改善に係る加配定数を削減することなく、必要な教職員定数を別途確保するこ

とが重要である。 

また、平成２９年の義務標準法改正により、障害のある児童・生徒への通級に

よる指導や日本語能力に課題のある児童・生徒への指導のための基礎定数が新設

（１）小学校における学級編制の標準の引下げに当たっては、その

財源として指導方法工夫改善に係る加配定数を削減することな

く、必要な教職員定数を別途確保すること。 

（２）各種の教育課題を解決していくため、小学校の専科指導や児

童・生徒へきめ細やかに対応するための加配などの教職員定数

を一層充実すること。また、将来、顕在化が予想される教育課

題に適切に対応できるよう、中長期的な視点から教職員定数の

在り方等について検討を行うこと。 

（３）後年度分を含め、具体的かつ実効性のある教職員定数改善計

画を早期に国として決定すること。 
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されるなど、学校の指導・運営体制の一定の改善が図られている。 

しかしながら、学校における児童・生徒の学力低下への不安、いじめ、不登校

等の状況は依然として深刻な問題であり、また、障害のある児童・生徒が増加し

ているなど、学校現場において様々な教育課題が生じている。 

これらの課題を解決していくためには、小学校高学年を中心に教科担任制を導

入し、専門性の高い教科指導の推進や学年・専科のまとまりで多面的・多角的な

児童理解の促進を図ること、学校内において不登校等への組織的な支援体制を構

築することなどが求められる。そのためには、小学校の専科指導の充実に必要な

加配や、不登校等の児童・生徒へきめ細やかに対応するための加配など、柔軟な

教員加配による対応が効果的であり、教職員定数の一層の充実が必要である。 

また、学校現場の抱える課題が多様化・複雑化する中、将来、顕在化が予想さ

れる教育課題に適切に対応するためには、中長期的な視点から教職員定数の在り

方等について検討を行う必要がある。 

さらに、平成２９年度から令和８年度までの１０年間で通級指導等の加配定数

を基礎定数化することや、小学校における学級編制の標準を令和３年度から令和

７年度までの５年間で段階的に引き下げることが示されたものの、包括的な教職

員定数改善計画は未だ策定されておらず、今後の各都道府県の教職員採用計画や

予算編成、各区市町村における学校施設の整備計画等に影響が生じないよう、早

期に具体的かつ実効性のある教職員定数改善計画が示されることが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）小学校における学級編制の標準の引下げに当たっては、その財源として指

導方法工夫改善に係る加配定数を削減することなく、必要な教職員定数を別

途確保すること。 

（２）各種の教育課題を解決していくため、小学校の専科指導や児童・生徒へき

め細やかに対応するための加配などの教職員定数を一層充実すること。また、

将来、顕在化が予想される教育課題に適切に対応できるよう、中長期的な視

点から教職員定数の在り方等について検討を行うこと。 

（３）今後の各都道府県の教職員採用計画や予算編成及び各区市町村における学

校施設の整備計画等に大きく影響することとなるため、後年度分を含め、具

体的かつ実効性のある教職員定数改善計画を早期に国として決定すること。 
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（提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

近年の社会環境や生活環境の変化に伴い、子供の生活習慣の乱れ、不登校やい

じめに起因するメンタル面での支援の必要などが増加しており、児童・生徒の心

身両面にわたる支援の必要性が高まっている。 

特別支援学校の養護教諭には、障害の種類や程度に応じたきめ細かな支援が求

められ、児童・生徒の健康面・安全面に関する指導、応急処置の対応、個人及び

集団への保健指導、健康診断の実施など、保健や健康に関する重要な役割を担っ

ていることから、児童・生徒数など学校の実状に応じた養護教諭の配置が極めて

重要である。 

現在の特別支援学校の養護教諭の国の配置基準は、公立義務教育諸学校の学級

編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の適正配置及び教職員

定数の標準等に関する法律に基づき、原則各校１人の配置としつつ、児童・生徒

数が６１人以上の場合には１人を加えて２人とするものとなっている。 

平成１９年の学校教育法の改正により、複数の障害種別に対応した特別支援学

校の設置が可能となり、複数の障害教育部門を併置する特別支援学校が大規模化

し、児童・生徒数が４００人を超すような学校も存在する。 

しかし、現在の配置基準は児童・生徒数がどんなに多くとも１人加わるのみと

いう基準となっており、現実の学校の実態にそぐわないものと言わざるを得ない。 

児童・生徒数等に応じた段階的な算定根拠を持つ定数改善を速やかに行うべき

である。 

  

＜具体的要求内容＞ 

特別支援学校の養護教諭の定数については、その職務の重要性に鑑み、児童・

生徒数等に応じ、３人以上の配置を可能とする定数改善を速やかに行うこと。 

また、副校長、事務職員及び学校栄養職員についても、児童・生徒数等に応じ

た定数改善を行うとともに、寄宿舎指導員について、重度重複障害のある児童・

生徒に応じた配置基準を設けること。 

８ 特別支援学校の養護教諭等の定数改善 

特別支援学校の養護教諭等について、児童・生徒数等に応じ、よ

り多くの配置を可能とする定数改善を速やかに行うこと。 
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（提案要求先 文部科学省） 
（都所管局 教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 都においては、平成２５年９月に施行された「いじめ防止対策推進法（平成２

５年法律第７１号）」を踏まえ、平成２６年６月に「東京都いじめ防止対策推進

条例（平成２６年東京都条例第１０３号）」を成立させるとともに、本条例に基

づき、同年７月に「東京都いじめ防止対策推進基本方針」を策定し、いじめの防

止等のための対策を総合的かつ効果的に推進する体制を整備した。 

また、都教育委員会は、同基本方針と併せて、都内公立学校を対象として「い

じめ総合対策」を策定し、いじめ問題の未然防止、早期発見及び早期対応のため

の具体的な取組を示すとともに、条例に基づき、附属機関として「東京都教育委

員会いじめ問題対策委員会」を設置した。本委員会において、学校におけるいじ

めの防止等のための対策の推進についての調査審議を踏まえ、令和２年７月に答

申がなされた。 

この答申では、いじめ問題を解決するために、学校・家庭・地域の連携による

「子供が安心して相談できる環境」の構築や、教員一人一人が児童・生徒のサイ

ンを確実に受け止め、全教員で情報を共有して解決を図る校内体制の整備をはじ

め、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家の積極的な

活用の必要性が示されたところである。 

（１）「令和元年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する

調査」では、いじめの認知件数が、５０，３６４件で、学校は把握した案件

全てに対して、組織を挙げて対応しているところである。 

都においては、平成２５年度から、公立小中学校及び都立高等学校全校（令

和３年度は、小学校１，２７４校、中学校６２２校、高等学校２４７課程）

にスクールカウンセラーを配置し、いじめや不登校等について、児童・生徒

や保護者からの様々な相談に応じ、いじめ問題等の未然防止や解消に効果を

発揮している。平成２８年度からは、高等学校定時制及び通信制課程の支援

体制を充実させるため、通信制課程に新たにスクールカウンセラーを配置す

るほかに、全日制課程と定時制課程の併置校は、課程別にそれぞれ配置、昼

夜間定時制課程は、週２回配置している。 

しかしながら、平成２０年度からは国の補助率が従前の２分の１から３分

の１へと減じられ、都道府県の負担が大きくなった。 

また、公立高等学校へのスクールカウンセラーの配置については、配置校

９ いじめ問題等に対する取組の充実 

 各公立学校等において、児童・生徒のいじめ問題等の未然防止、

早期発見・早期対応を図る体制を充実するため、スクールカウンセ

ラー、スクールソーシャルワーカーの配置に当たり、補助率の見直

しなど必要な財政措置を図ること。 
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の総数の１０パーセント以内と国が定めていることから、これを上回る配置

に係る経費については国の補助対象にならず、結果として都道府県の財政負

担が大きくなる。 

全公立学校において、児童・生徒のいじめ問題等に対応する体制を構築す

ることが不可欠であることから、国は、スクールカウンセラーを全公立学校

に配置するために必要な財政支援を行うべきである。 

（２）スクールソーシャルワーカーについては、区市町村との調整に基づき、平

成２８年度、平成２９年度及び平成３０年度は２２区、２５市、３町に、令

和元年度は２２区、２５市、２町に、令和２年度は２３区、２５市、２町に

配置したところである。 

スクールソーシャルワーカーは、教育分野に加え、社会福祉などの専門的

な知識や技術を用いて、児童・生徒が置かれた様々な環境への働き掛けを行

うとともに、関係機関等とのネットワークを活用して支援を行うものであり、

児童虐待をはじめ、いじめや不登校など、児童・生徒の問題行動に対応する

ためには、スクールソーシャルワーカーの役割が大変重要である。 

しかしながら、事業開始当初は全額国費負担事業として実施してきたにも

かかわらず、平成２１年度から突然に国が補助率３分の１事業へ転換したこ

とから、配置拡大に当たり、地方自治体の負担が大きくなっている。 

そのため、スクールソーシャルワーカーの配置を一層推進することができ

るよう、国の補助率の引上げを行うべきである。 

（３）スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの活用を更に進め、

質の向上を図っていくためには、各校に配置された非常勤のスクールカウン

セラー及びスクールソーシャルワーカー間や、学校・関係機関との緊密な連

携の確保を図る必要がある。 

現在、常勤のスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを一

定の地区内に配置し、困難な課題に関して活用できるようにする等、国にお

いてはスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの常勤化に向

けた検証が進められているところであるが、地方自治体が活用しやすい体制

を整えることが望ましい。 

常勤職員の配置を行うためには、国が、学校教育法等において正規の職員

として規定し、いわゆる標準法において教職員定数として算定するべきであ

る。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）スクールカウンセラーの配置に当たり、国の補助率を従前の２分の１とす

るなど、必要な財政措置を図るとともに、規定の見直しを行うこと。 

   また、スクールカウンセラーの人材確保に当たり、学校等のニーズに的確

に応じることができる専門性の高い人材を養成できるよう、大学等に強く働

き掛けること。 

（２）スクールソーシャルワーカーの配置拡大のために、地方自治体の負担を軽

減するよう補助率を引き上げること。 

（３）将来的に、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの常勤

化を推進するための必要な法整備を行うこと。 
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（提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

昨年度文部科学省が実施した、令和元年度「児童生徒の問題行動・不登校等生

徒指導上の諸課題に関する調査」（以下「問題行動等調査」という。）によると、

小・中学校の不登校児童・生徒数は、全国公立学校では１７５，４２４人、都内

公立小・中学校では１６，０６８人であり、増加傾向にある。 

不登校となった児童・生徒は、自信を失い、社会から孤立しがちになるととも

に、生活の乱れを招いたり、学力の習得の機会を失い、将来の進路選択が困難に

なったりするなど、深刻な課題を抱える場合が多く、将来の社会的自立に向けた

支援は喫緊の課題である。 

現在、各自治体では、教育支援センターを設置し、不登校の児童・生徒の社会

的自立に向け相談や学習指導等に対応している。これに加え、一部の自治体では、

学校生活への適応が困難であるため、相当の期間、学校を欠席している児童・生

徒への教育の場として、不登校特例校を設置している。 

国においては、「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」（令和

元年１０月２５日）を各都道府県教育委員会教育長等に宛てて通知し、教育支援

センターの充実及び不登校特例校の設置による多様な教育機会を確保する必要性

や、その具体的な取組方策について示すなど、自治体の取組を支援している。 

しかしながら、令和元年度問題行動等調査によると、全国に１，５２７施設あ

る教育支援センターで相談・指導等を受けた公立小・中学生の人数は２１，４５

９人で、不登校児童・生徒全体の約１２パーセントに過ぎない。このうち都では、

区市町により８４施設が設置され、２，６８０人の小・中学生が教育支援センタ

ーで相談・指導等を受けたが、不登校児童・生徒全体の約１７パーセントという

状況である。また、不登校特例校については、令和２年４月現在、全国で１４校

しかなく、そのうち公立学校は７校という状況である。 

このような状況に鑑み、各自治体では、地域の実情や特性等に応じ、様々な不

１０ 教育支援センターの機能強化、不登校特例校の

拡充等 

（１）教育支援センターの機能強化に必要な人員配置、指導内容の

充実及び環境整備のための財政的な支援を継続して行うこと。 

（２）不登校特例校の設置・運営に当たり、十分な指導を可能とす

る教員定数の充実及び必要な財政的支援を行うこと。 

（３）その他、不登校対策を推進するために必要な支援を継続的に

行っていくこと。 
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登校対策を講じている。都においては、教育支援センターの充実を図るため、特

定の地区における重点的な取組を支援するモデル事業を平成２９年度から実施

し、令和２年度からはその成果を生かした補助事業を実施している。また、不登

校特例校を早期に整備できるよう、将来的に学校への移行を見据えつつ、当分の

間、分教室の形で不登校特例校を設置・運営する全国初のスキームを創設し、区

市町村による設置促進を図っている。 

一方、不登校児童・生徒の支援を充実していくためには、自治体だけの取組で

は限界があり、国による支援が必要である。 

国による支援の必要性については、平成２９年２月に施行された「義務教育の

段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」（以下「法」

という。）において、個々の不登校児童・生徒の状況に応じた必要な支援が行わ

れるようにすることなどという基本理念（第３条）の下、教育機会の確保等に関

する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するものと示されている（第

４条）。さらに、法では、国及び自治体は、教育支援センターや不登校特例校の

整備及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めることも示されている（第１

０条・第１１条）。 

 なお、法第７条に基づく基本指針（義務教育の段階における普通教育に相当す

る教育の機会の確保等に関する基本指針（平成２９年３月３１日））において、

不登校児童・生徒等に対する教育機会の確保等の施策については、国や自治体等

の相互の密接な連携の下で行うことが重要であるとされている。 

こうしたことから、国及び自治体の協力の下、不登校に関する様々な背景や状

況に応じて、具体的かつ実効性のある取組を推進していく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）教育支援センターの機能強化を図るための継続した人員配置、財政的支援 

   不登校となり、長期間ひきこもりの状態にある児童・生徒が、教育支援セ

ンターに通えるよう支援を行うとともに、教育支援センターに通っている児

童・生徒の個々の状態に合わせ、適切な相談対応や学習支援等を十分に行う

ことのできる体制を構築するため、設置者に対し、人員の配置、指導内容の

充実及び施設環境整備等を行うための財政的支援を継続して行うこと。 

（２）不登校特例校の設置・運営に対する教員定数の充実、財政支援 

   不登校となった児童・生徒が再チャレンジを図り、自ら選択した進路に向

け、自分のペースで学ぶことができるような、新たな学びの場を広げるため、

不登校特例校の設置者である区市町村に対し、個々の児童・生徒の状況に応

じた少人数指導を可能とする教員定数の充実や、設置・運営に対する財政支

援を行うこと。 

（３）不登校対策推進のための継続的支援 

上記のほか、不登校対策全般において、施策を推進していくために必要な

支援を継続的に行うこと。 

- 530 -



 

（提案要求先 文部科学省・スポーツ庁） 

（都所管局 教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

学校を取り巻く環境が複雑化・多様化し、学校に求められる役割が拡大する中、

新学習指導要領の確実な実施など、学校教育の更なる充実が求められている。 

一方で、教員の長時間労働の実態が明らかとなっており、このことは教員の心

身の健康に少なからず影響を及ぼすとともに、日々の教育活動の質にも関わる重

大な問題となっている。このため、都教育委員会は、平成３０年２月に策定した

「学校における働き方改革推進プラン」等に基づき、外部人材やＩＣＴの活用な

ど、多様な取組を総合的に推進し、教員が本来業務に注力できる環境の整備に努

めている。 

国においては、令和元年１２月にいわゆる給特法の一部を改正し、勤務時間の

上限に関するガイドライン（時間外の在校等時間が原則月４５時間、年間３６０

時間）が法的根拠のある指針に格上げされた。指針では、服務監督権者である各

教育委員会が講ずべき措置として、当該指針を参考にしながら、教員の在校等時

間の上限等に関する方針を教育委員会規則等において定めることとしており、都

教育委員会においても都立学校教員の在校等時間の上限等に関する方針を条例・

規則に位置付けた。 

現在、各学校では、コロナ禍においても子供たちの学びを止めないため、徹底

した感染症対策を行いながら教育活動を実施している。引き続き、国の指針や都

の上限方針等を踏まえながら、学校における働き方改革を一層推進していく必要

がある。そのためには、国、教育委員会、学校が一体となり、具体的かつ実効性

のある取組を講じていくことが重要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）教員の事務作業や校内の感染症対策等に係る負担を軽減するため、業務を

補助するスクール・サポート・スタッフの国庫補助を拡充するとともに配置

人員を拡大するなど、財政的支援を充実すること。 

（２）校務の中核的役割を担う教員の負担軽減のため、主幹教諭に加え、学年主

任や研究主任等を担う教諭についても授業時数の軽減が可能となるよう、財

政的支援を行うこと。 

（３）教員の中でもとりわけ多忙な副校長の事務作業等に係る負担を軽減するた

め、副校長の業務を補助する外部人材の導入等に係る経費について、財政的

支援を行うこと。 

１１ 学校における働き方改革の実現【最重点】 

学校における働き方改革を推進し、教員の長時間労働改善と教育

の質の向上を図るため、業務負担の軽減や勤務時間の把握に係る人

的措置・財政的支援を行うこと。 
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（４）専門的な指導ができる部活動指導員等の導入を促進・拡大するための財政

的支援を行うこと。 

（５）部活動指導員や外部指導者等の円滑な運用、地域部活動への移行に向けた

環境整備を図ること。 
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１２ 児童ポルノの自画撮り被害をはじめＳＮＳの

利用に起因する性被害等から青少年を守る施策

の充実 

（提案要求先 内閣府・警察庁・総務省・法務省） 

（都所管局 都民安全推進本部） 

 

＜現状・課題＞ 

スマートフォンの普及やインターネット利用の低年齢化に伴い、青少年（１

８歳に満たない者）のインターネット上のトラブルが顕著となっており、都に寄

せられる相談においても、児童ポルノ等の性的な画像等に関するトラブル相談が

多く寄せられている。 

一旦被害に遭い、画像がインターネット上に流出すると、回収は困難で、青

少年の健全育成上深刻な事態を招くことから、被害の未然防止を図ることが喫緊

の課題である。 

都では、東京都青少年の健全な育成に関する条例（昭和３９年東京都条例第

１８１号）を改正し、青少年に「自画撮り画像」を不当に求める行為の禁止等を

定めたところである。 

また、近年急速に普及しているＳＮＳにおいては、不適切な利用に起因した

青少年の性被害等の増加が全国的な問題となっている。警察庁の統計によると、

令和２年に全国でＳＮＳを通じて性被害等に遭った児童は、１,８１９人であ

（１）青少年が児童ポルノの自画撮り被害をはじめ、ＳＮＳの不適

切な利用に起因する性被害等に遭わないようにするため、ＳＮ

Ｓ事業者に自主的な対策の徹底を要請するとともに、必要に応

じ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに

児童の保護等に関する法律の改正をはじめ、ＳＮＳ事業者やＳ

ＮＳユーザーを想定した規制の在り方を検討すること。 

（２）国が実施している児童の性的搾取等に係る対策の基本計画に

基づく関係府省庁による取組や、ＳＮＳに起因する性被害等の

実態、児童の性的搾取等の撲滅に向けた官民連携の会議等を通

じた各種取組及び調査研究など、都道府県による被害防止に向

けた普及啓発等の対策に資する情報提供を行うこと。 
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り、前年からは減少したものの、平成２５年以降、増加傾向である。 

都では、第３２期青少年問題協議会において、青少年が安全・安心な形でＳ

ＮＳを含むインターネットを利用できる環境を整備するための対策を審議し、答

申がなされた。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）青少年が児童ポルノの自画撮り被害をはじめＳＮＳの不適切な利用に起因

する性被害等に遭わないようにするためには、その判断能力が未成熟である

ことに鑑み、被害につながる青少年への働きかけ自体が行われないようにす

る必要がある。 

そこで、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の

保護等に関する法律（平成１１年法律第５２号）の改正により、同法第７条

第４項の児童に裸体等を撮影させ、送らせることにより児童ポルノを製造す

る罪に未遂処罰の規定を設けるなど、被害につながる青少年への働きかけ自

体を抑止するための規制の在り方を検討するとともに、全国展開を行うＳＮ

Ｓ事業者への規制とＳＮＳユーザーへの規制の全体像を俯瞰した上で、ＳＮ

Ｓ事業者に対して被害防止対策の徹底を働きかけ、また、必要な場合には、

ＳＮＳ事業者又はＳＮＳユーザーへの規制について、国において対策を講じ

ること。 
（２）児童の性的搾取等に係る対策の基本計画（平成２９年４月１８日犯罪対策

閣僚会議）に基づく関係府省庁による取組や、ＳＮＳに起因する性被害等に

係る発生状況の統計情報や被害類型等の実態、官民が一体となった「子供の

性被害撲滅対策推進協議会」を通じた各種取組及び調査研究など、都道府県

による被害防止に向けた普及啓発等に資する情報提供を行うこと。 

 

参  考 

 

■ＳＮＳに起因する事犯の被害児童数の推移（全国） 

事項 25 年 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年 R1 年 R2 年 

被害児童数（人） 1,293 1,421 1,652 1,736 1,813 1,811 2,082 1,819 

 

■児童ネットトラブル相談件数に占める性的トラブルの割合（東京都） 

事項 28 年度 29 年度 30 年度 R1 年度 R2 年度 

総数（件） 1,405 924 1,757 1,746 2,822 

相談割合（％） 7.6 7.0 5.4 3.9 5.7 
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（提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）区市町村立学校の空調設備整備事業について 

昨今の猛暑は災害に相当すると言われており、熱中症対策に対する保護者

等の関心は高く、学校施設の空調設備整備についてはより一層の取組が求め

られている。 

都は平成２２年度から教室の冷房化（空調設備の新規導入）に取り組み、

独自の補助制度を実施するなど、安心・安全な学校環境整備を推進している。 

普通教室の冷房化は平成２５年度末に完了し、平成２６年度からは特別教

室の冷房化に取り組んでいるところであるが、普通教室等の空調更新を図る

自治体においては、引き続き建築計画に空調事業を計上している。 

また、学校体育館は、被災時には避難所としての機能を有するため、避難

所の熱中症対策のためにも、教室と同様に空調設備整備を推進する必要があ

る。 

そのため、都においては、平成３０年度から、学校体育館等への空調設置

について補助制度を創設し、令和元年度からは、国が対象としていないリー

ス方式の空調整備事業についても区市町村の取組を支援している。 

国の空調設備整備事業においては、依然、採択がなされない場合があり、

学校体育館等は令和２年度第３次補正予算からようやく断熱性の確保を条件

として、採択され始めたところである。 

（２）都立高等学校等の状況について 

都立高等学校等については、現在、施設老朽化に伴う改築や改修に加え、

非構造部材の耐震化やトイレ洋式化等の対応など、多くの施設整備案件を抱

えている現状がある。 

こうした中、近年における猛暑に伴い、暑さ対策として、今後は学校体育

館への空調設備の整備や、特別教室への空調設備整備の推進に努めていくこ

とも、強く求められている。 

空調設備の整備は、緊急に実施することが求められており、かつ多額の費

用を要することから、財源の確保が必要不可欠となっているものの、都立高

等学校等については、学校施設環境改善交付金の対象外となっている。 

 

１３ 学校施設の空調設備整備に対する支援【最重点】 

区市町村立学校の空調設備整備が推進されるよう、財源を早急に

確保し、財政支援を行うこと。 

また、都立高等学校等についても、新たに空調設備整備の補助制

度の対象に加え、財政支援を行うこと。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）区市町村立学校の空調設備整備事業について、区市町村が早期に設置・更

新を完了できるよう、必要な財源を十分に確保し、当初予算により採択する

こと。 

（２）都立高等学校等についても、空調設備の整備には多額の費用が必要なこと

から、新たに補助制度の対象に加えること。 
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１ 日本語指導等が必要な児童・生徒に対応した教員配置の拡充 

 （提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

文部科学省の調査によると、平成３０年５月１日現在、公立学校に在籍する日

本語指導が必要な外国人児童・生徒は４０，７５５人で、１３年前（平成１７年

度調査 ２０，６９２人）に比べ２０，０６３人増加している。また、「１人」

在籍校が全体の４０．０パーセントを占める一方で、「３０人以上」が在籍する

学校は２２３校に上る。 

このような状況にもかかわらず、必要な日本語指導を行う「日本語学級」につ

いては、法令等に規定がなく、学級として認められていないため、国の予算によ

る人的措置もなされていないなど、制度的に未整備となっている。 

平成２９年度から令和８年度までの１０年間で加配定数が基礎定数化されるな

ど、外国人児童・生徒等への教育の充実が示されたが、公立学校における外国人

児童・生徒への日本語指導を行うため、教員配置のより一層の充実と法令等の整

備が求められている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）現在実施している外国人児童・生徒及び帰国児童・生徒の日本語指導等に

対応した教員定数について、日本語指導が必要な外国人児童・生徒の増加に

対応することができるよう、より一層の充実を図ること。 

（２）日本語学級について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標

準に関する法律等の関係法令の整備を図るなど、教員の配置のための措置を

行うこと。 

 

１４ 外国人の子供に対する教育の充実 

（１）外国人児童・生徒及び帰国児童・生徒の日本語指導等に対応し

た教員定数について、必要な財源を確保すること。 

（２）日本語学級について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職

員定数の標準に関する法律等の関係法令の整備を図るなど、教員

の配置のための措置を行うこと。 
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２ 教員以外の人材の活用への支援 
（提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 教育庁） 

 
＜現状・課題＞ 

公立学校において、日本語指導が必要な外国人児童・生徒の母語の多様化が更

に進むことが懸念されているため、公立学校における日本語指導が必要な外国人

児童・生徒の指導において教員以外の外部人材を活用できるようにすることが必

要となっている。 
 
＜具体的要求内容＞ 

通訳者等の「専門家」による学校支援体制の整備により、公立学校において日

本語指導が必要な外国人児童・生徒を指導するに当たって教員以外の外部人材を

確保・活用することができるよう支援すること。 
 

３ 日本語指導が必要な児童・生徒に向けた指導用教材の開発・作成 
（提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 教育庁） 

 
＜現状・課題＞ 

公立学校において、日本語指導が必要な外国人児童・生徒の母語の多様化が更

に進むことが懸念されていることから、外国人児童・生徒の指導の充実に向け、

多言語に対応した指導資料が求められている。 
 
＜具体的要求内容＞ 

多言語に対応した指導用教材等を開発・作成し、日本語指導が必要な外国人児

童・生徒に対する教員の日本語指導の充実に向けた支援を行うこと。 

 

 

 

 

公立学校において、日本語指導が必要な外国人児童・生徒を指導

するに当たり、教員以外の外部人材を確保・活用することができる

よう支援すること。 

日本語指導が必要な外国人児童・生徒の母語の多様化に対応した

指導用教材等を開発・作成するなど、教員の日本語指導の充実に向

けた支援を行うこと。 

- 538 -



４ 外国人の子供の就学状況の把握、就学促進 
（提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 教育庁） 

 
＜現状・課題＞ 

文部科学省が令和元年度に実施した「外国人の子供の就学状況等調査」では、

約２万人の外国人の子供たちが就学していない可能性がある、又は就学状況が確

認できていない状況にあるという結果が示された。そのうち、希望する子供たち

を就学に着実に結び付けるためには、国の支援が不可欠である。 
 

＜具体的要求内容＞ 
就学を希望する外国人の子供が適切な教育を受けられるようにするため、国が

子供の就学促進に向けた基本的な考え方を早期に示すとともに、関係機関と連携

し、外国人の子供に関する正確な状況把握を行い自治体への情報提供を行うなど、

財政的措置にとどまらない複合的な支援を行うこと。 

 

外国人の子供の就学促進に関する基本的な考え方を国において早

期に明確化するとともに、自治体の取組が実行性のあるものとなる

よう財政的措置など複合的な支援を行うこと。 
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１５ 教育のデジタル化の推進に向けた支援【最重点】 

（提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 教育庁） 

 

 

（１）「ＧＩＧＡスクール構想」の補助制度について、クラウド利

用を含めた学習支援サービス、指導者用端末、予備端末等補助

の対象範囲を拡大するとともに、補助単価の上限を増額するこ

と。 

（２）「ＧＩＧＡスクール構想」の補助制度について、学校の新設

分や児童・生徒の増加分の校内通信ネットワーク整備や端末整

備等についても補助対象とすること。 

（３）ＩＣＴ支援員の配置費用や端末整備完了後における端末更新

時の費用等についても、継続的かつ十分な財政支援を行うこと。 

（４）校内通信ネットワーク整備の補助制度について、補助期間を

延長するとともに、補助単価の見直しなどを講じること。 

（５）校内通信ネットワークの円滑な運用確保のため、技術的な支

援を行うとともに、端末の常時接続下におけるネットワーク環

境改善に必要な経費についても継続的かつ十分な財政支援を行

うこと。 

（６）モバイルＷｉ―Ｆｉルーター等の補助制度について、購入費

だけでなく、通信費についても補助の対象とすること。 

（７）補助制度について、東京都や区市町村が担う事務の負担軽減

を図るとともに、最大限の支援を行うこと。 

（８）「学校のＩＣＴ環境整備に係る地方財政措置」について、地

方交付税不交付団体に対しても財政支援を行うこと。 
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＜現状・課題＞ 

Society5.0 時代の到来とともに社会の在り方が劇的に変わりつつあり、また新

型コロナウイルス感染症の拡大などにより一層先行き不透明で予測困難な時代と

なっている。こうした中、これからの時代を生きる子供たちは、一人ひとりが自

分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊

重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切

り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるよう、その資質・能力を伸

ばしていく必要がある。 

そのためには、基礎学力の確実な習得を行うとともに、多様な子供たち一人ひ

とりの能力、適性等に応じた学びを提供していくことが重要であり、児童・生徒

一人１台端末や高速大容量通信ネットワーク等、ＩＣＴを有効に活用していくこ

とが求められる。 

このような中、国は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に、義務教育

段階における児童・生徒一人１台端末等を整備する「ＧＩＧＡスクール構想」を

前倒し、令和２年度中に整備を行うこととした。 

しかし、「ＧＩＧＡスクール構想」の補助制度について、端末、校内ネットワ

ーク整備等は、令和３年度以降新設する学校は対象となっていない。 

また、一人 1 台端末整備は、当初令和元年５月１日現在の児童・生徒数を基に

算出されており、その後令和２年度に増加した人数に対応する分についても追加

で措置されたが、令和３年度以降増加した分は自治体負担となる。一人１台端末

の整備に関する補助制度の対象外である３人に１台の基準で配備される端末や指

導者用の端末等は「学校のＩＣＴ環境整備に係る地方財政措置」をされているが、

都や一部の区市町村は地方交付税不交付団体であることから、財政措置がされて

いない。 

さらに、補助制度の対象は、端末やキーボード等に限られているが、一人１台

端末を十分に活用するためには、クラウド利用を含めた学習支援サービスやキー

（９）高校段階における生徒端末整備支援制度について、高校段階

の学びにふさわしい仕様の端末を整備できるよう、補助単価の

上限を増額するとともに、保護者負担で整備する場合にも活用

可能な柔軟な制度とすること。 

（10）高校段階における生徒端末整備に対する支援について、全て

の生徒の学びを充実できるよう、低所得層のみを対象とするの

ではなく、全ての生徒を対象とすること。 

（11）デジタル教科書の将来的な在り方と、そこに向かう工程など、

全体像を早期に示すこと。 
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ボード以外の周辺機器等、指導者用端末や予備端末などが必要となる。 

校内通信ネットワーク整備の補助制度は令和２年度までとなっているが、新型

コロナウイルス感染症対策による学校の臨時休業等に伴い、ＩＣＴ機器の需要が

非常に高まっている中で、多くの学校を設置する区市町村においては単年度での

対応は困難である。 

また、整備が完了した区市町村においても、一人１台端末の常時接続環境下で

の通信ネットワークの円滑な運用に当たって、様々な課題が生じることが想定さ

れる。 

ＩＣＴを活用した家庭学習の重要性が増す中で、ＬＴＥ対応端末や可搬型通信

機器の整備が求められているが、通信料の負担が大きく、整備が進まないことが

想定されるため、通信料に対する財政支援が必要となる。 

1 人 1 台端末整備の前倒しや新たな補助制度の創設等により、都道府県や区市

町村の事務負担が増大している。 

継続的にＩＣＴを利活用していくためには、ＩＣＴ支援員や端末整備完了後の

費用等についても、十分な財政支援が必要となる。 

さらに、義務教育段階で一人１台環境で学んだ児童・生徒が進学後も切れ目な

く同様の環境で学べるよう、国は高校段階における端末の整備について所要の補

助を行う経費を令和２年度第三次補正予算として計上したが、補助対象は低所得

世帯に限定され、補助上限額も義務教育段階と同額となっている。加えて、補助

対象は学校設置者が整備した端末のみとされているが、一人ひとりの進路実現に

資するためには、家庭への持ち帰りや必要なアプリのインストールなど、校内外

で自在に活用していくことが必要であり、端末管理上一定の制約を設けざるを得

ない設置者による整備手法では限界がある。 

また、令和３年３月に「デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議中

間まとめ」が公表されたが、主たる教材である教科書の今後の在り方については、

児童生徒の学びを効果的に支援するものとして、紙とデジタルのそれぞれの特性

を生かし、デジタル教科書を使用することによる教育効果の検証を行うなど、更

に検討を進める必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）児童・生徒１人１台端末整備の補助制度について、リース方式による有

償の保守・保証、クラウド利用も含めた学習支援サービス、キーボード以

外の周辺機器、指導者用端末、予備端末なども休業期間や日頃のＩＣＴ利

活用時に必要不可欠となることから、補助制度の対象範囲に含めるととも

に補助割合（定額４万５，０００円）を増額すること。 

（２）「ＧＩＧＡスクール構想」の補助制度について、校内通信ネットワーク

や一人１台端末整備等を令和３年度以降新設する学校分や児童・生徒の増

加分についても補助対象とすること。 

（３）各学校において、持続的にＩＣＴ機器が活用できるよう、地方財政措置

を超えるＩＣＴ支援員の配置費用や補助制度を活用した端末整備完了後に

おける保守管理及び端末更新時の費用等についても、継続的かつ十分な財

政支援を行うこと。 
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（４）校内通信ネットワーク整備の補助制度について、新型コロナウイルス感

染症等の影響により、早急な整備が困難な場合もあることから、補助制度

の期間を延長するとともに補助単価の見直し等を行うこと。 

（５）校内通信ネットワークの円滑な運用のため、技術的な支援を行うととも

に、一人１台端末の常時接続下におけるネットワーク環境の改善に必要な

経費についても継続的かつ十分な財政支援を行うこと。 

（６）モバイルＷｉ―Ｆｉルーター等の補助制度について、購入費だけでなく、

通信費についても補助の対象とすること。また、通信費について、ＬＴＥ

対応端末の通信費についても対象とすること。 

（７）「ＧＩＧＡスクール構想」の補助制度について、東京都や区市町村が担

う事務につき、負担軽減を図るとともに最大限の支援を行うこと。 

（８）児童・生徒３人に１台の基準で配備される端末や指導者用端末等に対す

る「学校のＩＣＴ環境整備に係る地方財政措置」について、地方交付税不

交付団体に対しても、交付団体同様に財政支援を行うこと。 

（９）義務教育段階を１人１台端末環境で学んだ児童・生徒が、高校段階にお

いても、引き続き端末等を活用しながら学べるようにする必要があるが、

高校段階の高度・複雑な学びにふさわしい仕様の端末を整備できるよう、

補助単価の上限を増額するとともに、設置者への補助だけでなく保護者負

担で整備する場合にも活用可能な柔軟な制度とすること。 

（１０）高校段階においても全ての生徒の学びを充実できるよう、低所得層の

みを対象とするのではなく、全ての生徒を対象とすること。 

（１１）当面、紙の教科書とデジタル教科書が併存されるが、デジタル教科書

の将来的な在り方と、そこに向かう工程など、全体像を早期に示すこと。 
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（提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

１ 教科書の需要数及び受領冊数については、文部科学省が運用している教科書

事務執行管理システムにより、各学校、設置者及び都道府県が報告書を作成し、

国へ提出することとなっているが、同省からは同システムにより作成した電子

データと、それを出力した紙媒体との双方の提出を求められている。とりわけ

学校数の多い東京都においては、報告対象となる教科書・一般図書の種類が膨

大になることから、報告に当たっての印刷物が大量になる。 

また、無償給与事務においては、都道府県から国へ提出する書類のみならず、

学校と取次書店の間や、設置者から都道府県へ交付する各書類について公印の

押印が求められていることが、ペーパーレス化や押印の削減の推進を困難にし

ている。 

２ 上述の教科書事務執行管理システムについては、域内の学校等から「システ

ムが煩雑である」、「動作が遅く操作に長時間を要する」、「ヘルプデスクへ

質問した後、数週間返答が得られない」といった声が多数寄せられている。東

京都としても再三の機能改修を求めているが、いまだ実行されていない。この

ため、とりわけ学校数の多い東京都においては、域内全学校が同システムのみ

を使用して期日までに報告を行うことは不可能であると判断し、東京都独自の

様式を併用した上で、報告のための集計作業を行っている。これにより、東京

都における事務が煩雑になっているほか、ペーパーレス化推進の支障となって

いる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

１－１ 教科書の需要数及び受領冊数報告書について、都道府県から国への提出

方法を電子データの送付のみに変更すること。 

１－２ 無償給与事務に係る各押印を廃止し、事務処理を電子データのやり取り

のみで行えるよう、制度改正すること。 

２ 教科書事務執行管理システムを抜本的に改修し、「誰でも」、「分かりやす

く」、「短時間で」事務処理が行えるようにすること。 

１６ 教科書事務におけるペーパーレス化及び効率   

  化 

１ 教科書事務において、都道府県から国への報告書提出を含む各種

事務処理の方法を見直し、ペーパーレス化を実現すること。 

２ 効率的に教科書事務を進める上で支障となっている文部科学省

作成「教科書事務執行管理システム」を抜本的に改修すること。 
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また、現在のヘルプデスクに相当するサポート体制を整備する場合、少なく

とも繁忙期には、質問を受けてから一両日中に回答できるような体制を整える

こと。 
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（提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

令和元年６月４日のデジタル・ガバメント閣僚会議において、マイナンバーカ

ードを基盤とした教育職員免許状（以下「免許状」という。）等との一体化等に

ついて明記されたところであるが、マイナンバーカードの所持は任意である。 

また、免許状に関する情報は授与権者又は免許管理者である各都道府県教育委

員会が保有する個人情報であり、各都道府県で定める個人情報に関する条例等に

基づき取り扱っているが、都道府県によって解釈や対応に差があり、自県以外の

他県に対し、免許状の最新の情報を開示していない例もある。 

免許状における本人確認は本籍地、氏名及び生年月日であるが、教育職員免許

法（以下「免許法」という。）第１５条では、免許状記載の氏名又は本籍地の変

更は任意とされているため、必ずしも現氏名又は現本籍地と一致しているとは限

らない。そのため、失効時の免許状に記載された氏名又は本籍地と、失効後に再

度授与申請された際の氏名又は本籍地が異なると、同一人物と分からずに、免許

状を授与してしまう例が想定される。 

さらに、採用する国公私立学校では、採用予定者の免許状が有効なものか否か

を確認するすべが、文部科学省から年４回配布される官報情報検索ツールでしか

なく、最新の情報を得ることが困難であり、採用予定者の免許状が有効でない場

合でも採用してしまう懸念がある。 

また、免許法では、第５条第１項第４号若しくは同項第５号により免許状失効

後３年間、又は同項第３号により刑の執行が終わるまでの間、免許状の授与がで

きない規定となっているが、当該免許状所持者が学校に勤務していた時点で当該

事由が発生した場合は、免許法第１４条に基づき所轄庁が免許管理者である都道

府県教育委員会に通知する義務がある一方で、学校に勤務していない免許状所持

者の場合は免許法に所轄庁が明示されておらず、免許管理者に通知がなされない

ため、免許状の取上げや失効処分ができない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

１ 国主導において、免許状の有効状態について、都道府県教育委員会及び学校教

育法第１条に規定する学校が、最新の情報を入手できる仕組みを構築すること。 

（１） マイナンバーカードを基盤とした免許状との一体化に当たり、教員免許所

１７ 教育職員免許状の最新情報の入手可能な仕組

みの構築 

教育職員免許状の有効状態について、都道府県教育委員会及び学校

教育法第一条に規定する学校が最新の情報を入手できる仕組みを構

築すること。 
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持者の全てがマイナンバーカードを持つよう、国において実効性の高い取組

等を行うこと。 

（２） 各都道府県教育委員会が所有する免許状に関する個人情報の取扱いにつ

いて、都道府県教育委員会相互に利用できるよう、又は国が一元管理できる

よう、法整備を行うこと。 

（３） 免許状の本籍地及び氏名を最新のものにすることを義務付けるよう、法整

備を行うこと。 

 

２ 学校教育法第１条に規定する学校に勤務していない免許状所持者について、

免許法に規定する所轄庁を明確にし、免許管理者に失効等が疑われる情報が確

実に届くよう、法整備を行うこと。 
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